
小牧市空家等対策計画 概要版 

１．計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．空家等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．空家等対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈空家等対策計画の位置付け〉 

●空家対策法に基づき、本市

の空家等に関する基本的

な対策を総合的かつ計画

的に推進するため策定。 

〈計画期間〉         〈計画の対象とする空家等〉 

●平成 29年度から平成 33年

度までの５年間 

●空家対策法第２条に規定する空家等及び特定空家等 

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の

使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地 

〈小牧市の空家数及び空家率の動向〉 

●住宅・土地統計調査によると、空家

数は平成 25年で 6,280戸、平成 10

年以降増加傾向にある。空家率は

9.9％。 

〈小牧市の空家等の実態整理〉 

●小牧市全域を対象に上水道の閉栓

情報や市民からの情報提供をもと

に机上調査を行い、905戸の空き家

候補を抽出（うち一戸建て 791戸）。 

●調査結果より、空家と判定したのは

363戸（専用住宅 346戸、店舗併用

住宅 17戸）。 

●地域別には篠岡地域が 78 戸

（21.5％）と最も多いが、市内６地

域に広く空家が分布している。 

●空家所有者の現住所は、小牧市内

268件、県内 66件、県外 29件。 

〈空家等所有者の意向（H28アンケート）〉 

●対象家屋の今後の活用について、

「現状のまま」が 30.3％と最も多

い。 

●対象家屋の今後の活用などで困っ

ていることは、「解体すると固定資

産税があがる」、「解体費用の支出が

困難」など、金銭面の心配事が多い。 
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〈空家等対策上の課題〉 

●空家等の発生増加に関する課題    ：人口減少、高齢者・高齢世帯の増加 

●空家等所有者の意識啓発に関する課題 ：利活用や維持管理方法の情報発信が不十分 

●老朽化した空家等に関する課題    ：新耐震基準適応前に建てられた空家が多い 

●活用可能な空家等に関する課題    ：空家の今後の活用について所有者の現状維持の意識が強い 

●空家等の跡地に関する課題      ：所有者による除却後の定期的な管理や有効活用が必要 

●空家等対策の推進体制に関する課題  ：庁内外における関連部署等との連携が必要不可欠 

 

〈空家等対策に関する基本的な方針〉 

 空家等の更なる増加を抑制し、安全・安心な住環境を保全するためには、老朽化を未然に防ぐために適切

な管理を促進するとともに、空家等を減らすための積極的な活用、老朽化した空家等を除却・改善するこ

とによる安全確保といった様々な視点から、空家等対策に取り組むことが求められます。 

 地域の活性化や生活環境の向上などを図る観点から、空家等の有効活用を視野に入れた支援などの検討を

行います。また、空家等についての相談体制の整備を図り、空家等対策に関する情報の周知啓発を行い、

空家等の増加抑制及び特定空家等の発生予防に取り組みます。 

〈空家等対策の基本施策〉 

 
基本施策１ 

空家等の適切な管

理の促進 

基本施策２ 

空家等の利活用促

進 

基本施策３ 

空家等に対する措

置など 

基本施策４ 

空家等対策の計画

的推進 

●所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

①空家等所有者等への意識啓発  ②地域・団体等と連携した管理の促進 

③空家等の発生抑制に向けた支援・取組 

●住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

①相談窓口の明確化  ②関係団体・事業者との連携 

●空家等及び除却した家屋等に係る跡地の活用の推進に関する事項 

①空家等の流通・活用促進に向けた情報発信 

②中古住宅の流通促進に向けた支援の検討 

③空家等・跡地の活用方法に関する情報提供 

●特定空家等に対する措置その他の特定家屋等への対処に関する事項 

①老朽化した空家等の除却促進  ②特別措置法に基づく措置の実行 

●空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

①市の実施体制  ②関係団体・事業者等との連携体制  ③国･県等の公的機関との連携 

●その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

①他法令に基づく空家等対策  ②計画の進捗管理 

●空家等の調査に関する事項 

① 空家等に関するデータベースの整備と所有者意向の把握  ②空家等情報の更新  ③定期的な空家等調査の実施 

 

確認結果 戸数 割合 

空家 363 45.9％ 

空家ではない 428 54.1％ 

図表．現地調査及びアンケート調査に基づく 

空家の最終判定結果（総数：791 戸） 

図表．空家等の地域別分布状況 

◎市内空家総数 363戸 


